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１．強度行動障がいを有する
障がい者への支援体制の充実



１．強度行動障がいを有する障がい者への支援体制の充実



【重度障害者支援加算（生活介護・施設入所支援）】改正点

(１)  区分６以上行動関連項目10点以上の報酬区分を新設する。
(Ⅱ) 区分6以上行動関連項目10点以上
(Ⅲ) 区分4以上行動関連項目10点以上

(２) 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者の加配要件を
廃止し、生活支援員に占める割合での評価とする（体制加算部分
は廃止）。

(旧) 基準及び人員配置体制加算の配置数に加えて配置される基礎研
修修了者1人（４時間程度以上）につき、利用者５人まで算定
可

(新) 生活支援員のうち基礎研修修了者の割合が20％以上



R6報酬改定後 改定前
(１)実践研修修了者が支援計画シートの作成を行

う体制を整えた場合・・・・・・・・7単位
(２)基準人員・人員配置体制加算による人員に加

え、基礎研修修了者を配置し、支援計画シー
トに基づき行動関連項目10点以上の者に個別
支援を行った場合・・・・・・・・ 180単位

※基礎研修修了者１人につき利用者５人まで算定
(１)基準人員・人員配置体制加算による人員に加

え、強度行動障がいを有する利用者の支援の
ために必要な人員を加配 (Ⅱ)360単位

(Ⅲ)180単位
(２)サービス管理責任者又は生活支援員のうち１

人以上が実践研修修了者であり、支援計画
シートを作成

(３)生活支援員のうち20％以上が基礎研修修了者
初期加算（算定開始から180日以内） (Ⅱ)500単位

(Ⅲ)400単位
初期加算（算定開始から180日以内）

500単位

【重度障害者支援加算（生活介護・施設入所支援）】要件



(１)  実践研修修了者は、原則として週１回以上強度行動障がいを有する利用者の様子を確
認し、３月に１回程度の頻度で支援計画シートを見直すこと。（留意事項通知）

(２)   基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シートに基づき、強度行
動障がいを有する利用者に対して、個別の支援を行うと共に、支援記録等の作成・提
出等を通じて、支援の経過を実践研修修了者にフィードバックすること。（留意事項
通知）
なお、基礎研修修了者が勤務していない日であっても、支援計画シートに基づき、基

礎研修を受講していない支援員が個別支援を行うことで算定できるが、上記下線部に留
意すること。（R6厚労省Q＆A VOL.2 問５）

(３) 障害者支援施設が加算を算定している場合、入所者は障害者支援施設、通所のみで利
用している者については、生活介護で算定。（R6厚労省Q＆A VOL.2 問１）

(４) 初期加算の算定開始から180日以内の期間は当該利用者が利用している日についての
み算定。（R6厚労省Q＆A VOL.2 問２）

(５) 実践研修修了者は行動援護従業者養成研修修了者、基礎研修修了者は重度訪問介護従
業者養成研修行動障害支援課程修了者も可（R6厚労省Q＆A VOL.2 問７）

【重度障害者支援加算（生活介護・施設入所支援）】留意事項



【重度障害者支援加算（生活介護・施設入所支援）】届出様式
重度障害者支援加算に関する届出書（生活介護・施設入所支援）

１ 事業所・施設の名称 生活介護にいがた

２ サービスの種類 生活介護

３ 異動区分 １ 新規 ２ 変更 ３ 終了

４ 配置状況
１ 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者 配置

２ 強度行動障害支援者養成研修（中核的人材養成研修）修了者 配置

５ 強度行動障害支援者
養成研修（基礎研修）
修了者配置人数

生活支援員の数（全体）（a) 研修修了者の人数(b) (b)/(a)

12人 5人 41.6％

※ 生活支援員のうち20％以上が、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者であ
ること。

常勤換算数ではなく、実人数（生活支援員のみ）
であることに注意。

生活支援員12人の場合、12人×20％=2.4人
※実人数での配置であるため３人以上基礎研修修

了者の配置があれば算定可（留意事項通知、R6
厚労省Q＆A VOL.2 問４）

サービス管理責任者又は生活支援員のうち、実人
数で１人以上の配置が必要。非常勤も対象。（留
意事項通知）



【重度障害者支援加算（短期入所）】改正点

(１) 区分４、５の報酬区分を新設する。
(Ⅰ)区分6以上行動関連項目10点以上
(Ⅱ)区分4以上行動関連項目10点以上

(２) 標準的な支援を推進するため、強度行動障害支援者養成研（実
践研修）修了者が作成した支援計画シート等により適切な支援を
行った場合の評価を新設する（基礎研修修了者の配置のみの加算
部分は廃止）。



R6報酬改定後 改定前
区分６、行動関連項目10
点以上の者等の受け入れ 50単位

基礎研修修了者が支援 ＋10単位

行動関連項目10点以上の者等の受け入れ (Ⅰ) 区分６：50単位
(Ⅱ) 区分４〜：30単位

実践研修修了者が作成した支援計画シートに
基づき、基礎研修修了者が支援した場合

(Ⅰ) 区分６：＋100単位
(Ⅱ) 区分４〜：＋70単位

【重度障害者支援加算（短期入所）】要件



【重度障害者支援加算（共同生活援助）】改正点

○ 共同生活援助での受入体制を強化するため、利用者の状態や
環境の変化等に適応するための初期のアセスメント等の評価
を新設する。（初期加算の新設）

【初期加算】
個別支援を開始した日から180日以内

(Ⅰ) ＋500単位 （Ⅱ）＋400単位
※（Ⅰ）（Ⅱ）の算定要件に変更なし



【重度障害者支援加算】対象者の確認方法
受給者証に、
「重度支援Ⅰ」、「重度支援Ⅱ」等
の表示がある利用者は、重度障害者支援加算の対象となります。

※受給者証の発行時期によっては、
「重度支援（知的）」
という表示になっているため、この記載の場合は、障害者支援区
分で、加算区分を判断してください。

「重度支援（知的18点以上）」の表示がある場合は、中核的人
材養成研修修了者等による支援計画シートの作成、支援でさらな
る加算が算定可能です。



２．食事提供体制加算の取り扱い



【食事提供体制加算（通所系・短期入所・宿泊型自立訓練】改正点



① 管理栄養士又は栄養士が作成した献立について
・事業所において管理栄養士等を直接雇用していることが望ましいが、管理栄養士等を

直接雇用することが困難な場合には、法人内や法人外部の管理栄養士等が献立の作成
や確認を行っている場合でも要件を満たすものとする。

・外部に調理業務を委託している場合には、委託先において管理栄養士等が献立作成や
確認に関わっていることで算定可。

・献立の確認頻度は、年１回以上。
② 摂取量の記録について

・目視や自己申告等による方法も可。
・記録の例：完食、全体の1/2、全体の○割 等
・食事を提供した日については、必ず記録すること。

③ 体重又はBMIの記録について
・おおむねの⾝⻑がわかっている場合には、必ずBMIの記録を行うこと。⾝体障がい者

等で⾝⻑の測定が困難で、これまで⾝⻑を計測したことがない者、または⾝⻑が不明
な者については、体重のみの記録で要件を満たすものとする。

・利用者自⾝の意向により、体重を知られたくない場合については、例外的に③を把握
せず要件を満たすこととして差し支えないが、その場合、個別支援計画等において意
向の確認を行った旨を記録しなければならない。

【食事提供体制加算（通所系・短期入所・宿泊型自立訓練】留意事項



【食事提供体制加算（通所系・短期入所・宿泊型自立訓練）】届出様式

業務委託により食事提供を行う場合の「適切な食事
提供の確保方策」欄は、献立に関する事業所の関与、
委託先から事業所への食事の運搬方法、適時適温へ
の配慮など、自己調理する場合に通常確保される提
供体制に相当するものへの対応の概略を記載してく
ださい。その際、委託先の管理栄養士又は栄養士の
有無は必ず記載してください。

調理業務を第三者に委託している場合、業務委託契
約書（写し）の提出が必要です。

事業所内で調理を行う場合、食事提供にかかわる職
員（管理栄養士・栄養士）の状況を記載してくださ
い。事業所内での調理業務は生活支援員等の業務と
は区別してください。



３．ピアサポートに係る加算の取り扱い



R6報酬改定で追加

1


